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 本日、三菱 UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）がサステナビリティレポートを

公表し（注 1）、「2019年度末時点で 3,580百万米ドルの石炭火力発電向けプロジェクトファ

イナンスの貸出金残高を 2030 年度に 2019 年度比 50% 削減、2040年度を目途にゼロにする

（但し、MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークに基づき、脱炭素社会への移行に向けた取

り組みに資する案件は除外）」との目標を掲げました。これは、本年 4月および 7月にそれぞ

れ同様の目標を掲げた、みずほフィナンシャルグループ（注 2）、三井住友フィナンシャルグ

ループに続いての発表であり、邦銀大手３行の足並みが揃った形となります。 

 

 これは一定の前進ではあるものの、気候危機の緊急性を鑑みれば、不十分な目標設定としか

言わざるを得ません。早急にさらなる厳格な目標設定と方針改訂が求められます。MUFGも署

名している国連責任銀行原則（PRB）では、パリ協定と持続可能な開発目標（SDGs）にビジ

ネス戦略を整合させることが謳われていますが、この度MUFGが掲げた目標は、時間軸の長

さ、並びにスコープの狭さの両面で大きな問題があります。また、邦銀の石炭方針は、海外の

金融機関と比べても依然低い評価に留まっています（注 3）。 

 

 最新の科学によれば、パリ協定の 1.5度目標を達成するためには、先進国では 2030年まで

に、途上国であっても 2040年までに石炭火力発電所の運転を完全に停止する必要がありま

す。償還期間を過ぎても何十年も石炭火力発電所が稼働し続けることを鑑みれば、与信残高ゼ

ロはより早期に達成される必要があります。また、今回の目標では依然として、新規の融資契

約の余地が残されています。新規の石炭火力発電所は、世界中で１基たりとも建設の余地のな

いことが科学的にも明らかとなっていますが、邦銀によるブンアン 2（ベトナム）などの新規

融資検討が懸念されています。同事業はパリ協定の目標と整合しないだけでなく、経済合理性

の欠如、現地の環境汚染や住民への人権侵害など、様々な問題が指摘されています。新規石炭

火力発電事業への融資を例外なく停止する方針を早急に掲げるべきです。 

 



 また、スコープをプロジェクトファイナンスに限定し、コーポレートファイナンスを対象外

としていることも問題です。石炭採掘を含む石炭火力のバリューチェーン全体を網羅したコー

ポレートファイナンス（注 4）も対象に含めるべきであり、パリ協定に整合的な時間軸でのフ

ェーズアウト戦略を掲げるべきです。海外では、顧客にパリ協定に整合的な時間軸での移行計

画の提出を求めるエンゲージメントを行い、計画が不適格であればダイベストメントするとい

う流れが加速しています。これは一例ですが、エンゲージメントを効果的に行うためにも、ま

ず金融機関がパリ協定に整合的な戦略・目標のロードマップを示す必要があります。（注 5） 

 

 さらに、石炭火力だけでなく、炭素排出量の多い他の化石燃料関連事業や土地利用に関わる

（注 6）事業および企業に対する資金提供の停止や残高削減の方針も掲げるべきです。 

 

 

 

＜脚注＞ 

 

注 1: https://www.mufg.jp/dam/csr/report/2020/ja_all.pdf 

 

注 2: 4月公表の同グループの方針では、2050年までの目標設定だったが、6月に開催された年

次株主総会で 2040年を目処に達成できるという趣旨の発言がなされた。 

 

注 3: 欧州やアメリカ、シンガポールの銀行と比べても邦銀の石炭方針は低い評価となってい

る。https://coalpolicytool.org/ （参考：https://world.350.org/ja/press-release/200908/） 

 

注 4: 石炭火力発電への依存度が高い企業・新規発電所および関連インフラ建設を計画中の企業

向けの融資、株式や債券の引受・投資など。 

 

注 5: パリ協定と整合的な目標設定とロードマップを示そうとしている例として、仏 BNPパリ

バの取り組みが挙げられる。https://350jp.org/tcfd/ 

 

注 6: IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）の 2019年「土地関係特別報告書」

（https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/190809.html）では、農業、林業、その他土地利

用による排出量が、人間活動による排出量の約 23％を占めており、このうち、熱帯林減少によ

る排出量が最も問題であるとされた。http://japan.ran.org/?p=1517 

 
 
 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

国際環境 NGO 350.org Japan 渡辺瑛莉 japan@350.org 
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